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Q-31　H22年度改正で創設された法人グループ税制と寄附金課税の変更のポイントを教えてください。

【ポイント】
①　今まで、主として大企業に適用されていたグループ企業で税金の計算を行う考え方を中小企業にも
　　　適用する制度です。以下この制度を「グループ税制」と呼びます。
②　この制度は、100％の資本関係がある会社に対して適用されます。従って、まずこの100%の資本関係
　　　とは具体的にどんなケースであるかを正確に理解する必要があります。
③　特に、今回このグループ税制の導入に合わせて「寄附金課税制度」が180度変わっていますが、
　　　寄附金税制でのグループ判定と、グループ税制でのグループ判定が異なっていますので、
　　　注意が必要です。

１　法人グループの判定方法－直接支配型

グループ税制が適用されるのは、１００％の資本関係がある場合です。この関係を「完全支配関係」
と呼びます。具体的には、以下のような関係の場合をいいます。（法法2十ニの七の六）
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＊個人には、6親等以内の血族及び3親等以内の血族が含まれます。
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２　法人グループの判定方法－間接支配型

株式の支配関係は、次のような間接支配型であっても、グループとして１００％の支配関係があれば、
グループ税制の適用対象となります。（法令4の2）
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A法人、B法人、C法人は、個人甲を中心として、
間接的に１００％の資本関係がありますので、
これらの法人間では、グループ税制の適用があり
ます。

３　グループ判定に係る株式の種類について

１００％の所有関係を判定する場合には、発行済み株式数に対する所有株数で単純に判定することに
なっています。したがって、種類株式を発行していた場合には、その種類株式を含めたすべての株式数
で判定します。

申告書に完全支配関係図の添付が義務付け
られます。（法規35、37の12）
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①　固定資産
②　土地　（借地権を含む）
③　有価証券
④　金銭債権
⑤　繰延資産
＊　ただし、売買目的有価証券及び帳簿価額が
1,000万円未満の資産を除きます。

４　グループ内譲渡損益計上の繰延べ　

従来、複数の会社を所有している場合には、その会社間で売買をすることにより、売却損や売却益を
計上することができましたが、今後（平成22年10月1日以後）は、グループ内での売却は無かったもの
として取り扱われ、グループ外に売却する時まで繰延べることとなりました。（法法61の13）
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A法人 B法人

売却代金 5,000万円

簿価 1億円

売却損 △5,000万円

会計上 売却損は認識

税務上 売却損は認識しない

具体的には、別表で
加算留保します。

購入価額 5,000万円規制対象の資産

A社 B社

A社 C社

B社 C社

〇規制対象となる取引会社

【具体例】
土地の売却

規制対象の取引
を行った会社間では、
取引に関して

通知義務があります。
（法令122の14）
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５　グループ内寄附金取引に関する取扱い　

グループ内寄附金のうち、法人により100%所有されているグループ内法人間で行われた寄附金につい
ては、以下のように取り扱うこととしました。
①　寄附金を支出した法人　全額損金不算入（法法37②、法法81の6②）
②　寄付を受けた法人　　　　全額益金不算入（法法25の2）
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【具体例】

税務調査で、期末に支出した業務委託料　５００万円
が実態がないものとして否認された。

【具体例】
上記規定は、法人により１００％支配されている場合にのみ適用
されます。したがって、個人による支配の場合は従来通りとなる
ので注意です。

D法人

支出側 受領側 支出側課税関係 受領側課税関係 コメント

個人 A法人

個人 B法人

A法人 B法人 寄附金（通常の限度額計算あり） 全額受贈益課税 ここは従来通りなので注意！

A法人 C法人

B法人 D法人

反対法人では対応的調整
が行われる予定です。

改正はありません必要経費否認 課税関係修正無し

全額損金不算入 全額益金不算入
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